
告 示

�愛媛県告示第７９７号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２５年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

伊予郡砥部町総津１６２２

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び砥部

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７９８号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２５年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

� 保安林予定森林の所在場所

西条市丹原町鞍瀬甲３２５、庚３７１の１、庚３７２の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７９９号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２５年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

松山市堀江町番外２２１の７

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第８００号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２５年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 保安林の所在場所

松山市饒乙６４の１、乙６４の３、乙６５の４、乙８４の１、乙８７の

５

� 指定の目的
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土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

饒乙６４の１・乙８４の１・乙８７の５（以上３筆について次

の図に示す部分に限る。）、乙６４の３、乙６５の４

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

松山市中島粟井丙５１（次の図に示す部分に限る。）

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする

３� 保安林の所在場所

松山市二神乙３６０、乙３６３

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び松山市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第８０１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２５年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

松山市由良町乙２８２の１２

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第８０２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市新浜土地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨の届

出があった。

平成２５年７月５日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�������
�愛媛県告示第８０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市福角町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２５年７月５日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第８０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年７月５日

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

理 事 重 松 清 信 松山市松ノ木一丁目１０
番３０号

松山市松ノ木一丁目１０
番３６号

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 皿ヶ峰公園滑川線
東温市滑川字川東甲１６８９番２から

同字甲１６７９番２まで

旧 ３．６～５．８ ０．０８５

新 ３．６～５．８
４．０～１０．８

０．０８５
０．０９０
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公 告
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愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 皿ヶ峰公園滑川線
東温市滑川字川東甲１６８９番２から

同字甲１６７９番２まで
平成２５年７月５日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年６月１７日 特定非営利活動法人
松山子ども劇場２１ 中 矢 操 松山市三番町６丁目５番地７ この法人は松山市に住む子どもを中心に広く子

どもに対して、児童演劇・人形劇・音楽などの
すぐれた舞台芸術の鑑賞と創造表現活動を行い、
また一方で、子どもの自然体験、遊び体験など
の文化活動を行うことと共に子育てを支援する
活動を行うことで、子どもの調和のとれた人格
の発達と子どもたちが住む豊かな地域社会づく
りに寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年６月２０日 特定非営利活動法人
ＩＴＣ愛媛 吉 田 喜久男 松山市山越５丁目８番１７号 当法人は、経営戦略面からＩＴを捉えるＩＴコ

ーディネータの視点を重視して、主として愛媛
県内の事業所・行政機関・各種団体・住民が戦
略的な情報化投資や情報技術の利活用を推進出
来るように支援する。具体的には、「ＩＴに関
する調査」「ＩＴ活用の助言」「ＩＴ導入支援」
「ＩＴセミナー」「経営戦略に基づく情報戦略
の提言」などであり、これらの活動を通じて
「社会教育」と「街づくり」に寄与することを
目的としている。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年６月２４日
特定非営利活動法人
愛媛キャリアコンサルタント協
会

杉 本 勝 � 松山市鷹子町１０８３番地９
この法人は、個人が自ら生涯にわたり主体性を
持って自分自身の能力や特性に合わせたキャリ
ア形成ができるように就業者、求職者、児童、
生徒、学生、企業ならびに団体等に対して支援
する活動、雇用等就業機会の拡充を支援する活
動およびキャリアコンサルティングの研究活動
を行い、広く社会貢献に寄与することを目的と
する。

平成２５年７月５日 発行
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